
平成2 4年 2月 6 日

平成2 3年度体育施“故蛛自用団体 芻立

嵐山町文化スポーツ課

スポーツ担当

平成2 4年度団体登録について (ご案内)

嵐山町では平成2 4年度体育施設蛛1i用団体登録申請を-梼記により受付します。
団体登録は、毎年更新すること&こなっておりますので、この通知を送付された団体は、平成2 4 年 3月 3 1日

をもって期限切れとなります。
つきましては、平成2 4年度も体育施撻設を利用する団体は、新規窓箋豪を忘れずに済ませますようご案内申し上
げます。

記
1 受付期間 , 平成 2 4 年 3月 1日 (木) から

2 受仲場所 文化スポーツ課

脆L 6 2 一 0 8 2 4 (面固

3 受付時間 午前8時3 0分~午後5時1 5分 (土、日曜日及び祝日は除く)
4 登録申請用紙 ①町のホームページよりダウンロード (E x c e l )

(トップページの ｢スポーツ施設の利用の仕方J 内の ｢団体登録について｣ をクリック

してください。 )

憊L山町H P アドレス ht中:" w w w .m w 1ばaI泌孤.s証帷 m aJp )

②窓ロでの配布 (役場文化スポー所課、海洋センター、ふれあい交流センターの3箇蹄

(現坏鯉弄自用している ｢体育施設蛛u用団体務鑄済証J は、 3月 3 1日まで利用できます。
4月 1日以降の利用機新しく登録した番号で利用申請して下さい。)

5 スポ-ツ安釣鼎険について

ケガをしたときのためにスポーツ傷鰐藷霜険の加入をお勧めします。
なお、前年度加入された団体は、代表者宛に郵送されますのでそちらそ排l｣用してください。
また、加入希望で用紙がない団体については、役場文化スポーツ課、 B & G海洋センター、ふれあい交
流センターにも加入用紙があります。

6 申請提出書類
◎団体登録 ①嵐山町体育施は故蛛自用団体登録申請書 ②団体構成員名簿
◎個人登録 ①嵐山町体育施設珠自用登録申請書 (個人用)

7 登録について

･裏面をご覧下さい。
8 利用上の注意
別蛛氏1をご覧下さい。



※団体登録について
①5名以上で、町内在主文は在勤者で、在住砲戦り者の害唯訃が80 %以上であること。
②2 0歳以上の者が必ず代表者となること。未成年者だけの団体登録は出来ません。
③燈鱗泉する場合は、必ず住所 ･氏名 ･年齢 ･需罐ト号を記入すること。
圦数が多い場合は、団体で斗乍成した名簿でも提出可能ですが、様式に準じたもので提出して下さい)
④在勤旧菩については、 勤務先を記入すること。
⑬戦所はご褒必･ず郵便物が届く住所にして下さい。 (会社などは部署名まで記7入り

◎"表者が変更になった場合、速やかにスポーツ担当までご連絡ください。
(次年度の更新案内等の通知が届かなくなります。 )

⑦経ー費節湖乾のため、 紙による通知等できるだけしないよう“こしますので、メ -ルアドレスは、
できるだけ記入してください。
⑧その他、 登録に関し不明な点がありましたら、文化スポー労課スポーツ担当まで当連絡下さい。

変更予定顱 ㈱
通観q文書等の〆-ゾ楠信
経費節減を図るため、各種案内等の通知文書をパソコンへのメーノ層引言を実施したいと思います。
団体の中でパソコンのない方については、今までどおり郵送いたしますが、ある団体については、できる

だけアドレス記入をお願いいたします,
個人都m録爽受付の開職こついて
個人種目 (テニス ･ 職業等) に限り個人窓畿愛ができるよう“こしました℃
テニスコート ･f本育館等の施設蛛自用希望者で人数が 5名君満の方は、 個人登録をしてください。
ただし、 予約は2週間前からとなります。

問合せ先
ふきをこぎ嵐山町文化スポーツ課 スポーツ担当

四孔 6 2 一 0 8 2 4 (直週
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